
人 幡 聖 母 幼 稚 園

1 施設 の 目的及 び運 営の方針

(1)運 営主体

(2)施 設 の概 要

重 要事項説 明書

事業者 の名 称 学校法人 静 岡聖母学園

事業者 の所在 地 静 岡市葵 区城 内町 1番 2号

事業者 の連絡先 054‐ 252‐ 1465

代表者 氏名 理事長 梅村  昌弘

種 別 幼稚 園

名 称 人幡聖母幼稚 園

所在 地 静 岡市駿河 区人幡 4丁 目 10番 14号

連絡先 電 言舌番 号 054‐ 285‐ 1420 F A X054‐ 270‐ 9889

施 設 長 氏柔 園長 松崎 淑江

開設 年 月 日 (昭 和 27年 4月 1日 )

利 用 定員 (1号 )

満 3歳児 3歳 児 4歳児 5歳 児 合 計

13人 20人 20人 20人 73人

事 業 の 目的

幼稚 園の 目的は、満 三歳 以上の小学校 入学前 の子 どもに対 し、義務

教育及びその後 の教育 の基礎 を養 うために、良質 かつ適切 な内容及

び水 準の幼稚 園教育 の提供 を行 うこ ととす る。

当園 の基 本 理 念 ・ 方 針

・学校教育法第 22条 及 び 23条 に基づ き、義務 教育及びその後 の教

育 の基礎 を培 うもの と して、少 人数制 の良 さを生 か し、幼稚 園の

中で一人ひ と りの子 どもた ちを大切 に尊び 、愛 され てい るこ とを

実感 で きるよ うに、保 育の 中で子 どもた ちが安 心 して過 ごせ るよ

う、人的環境 づ く りに努 め る。

・キ リス ト教 的人 間観 に基づ き、神様 の愛 の 中で元気 いっぱいに育

つ よ うに、心 と体 の調 和の とれ た子 どもを育成す る。まだ未熟 な

子 どもた ちに、毎 日の生活 の 中で、人や周 りの環境 を通 して善悪

を理解 し、すす んで善い行 い を してい こ うとす る心の 目や 、自分

や他 人の存在 を尊 く、大切 に思 い、仲 良 く助 け合 って生活す る経

験 を重ねて、社会 に出 る準備 をす る。



敷 地

敷地全体 1,489.39ポ

園 庭 789.74ポ

園 舎

構 造 R造 2階建

延 べ 1,052.42ポ

(3)施 設 の概 要

(4)主 な設備 の概要

(5)職 員体制 (令和 6年 4月 1日 現在 )

備 考

預か り保 育専任 講師 (2)

子育て支援 専任職 員 (2)

バ ス運転手 (1)バ ス補 添乗員

設 備 部 屋 数 備 考

保 育室 5室

満 三歳 児 つ ば み 組

年 少 た ん ぽ ぽ 組

年 中ば ら組

年 長 ゆ り組 。さ く ら組

遊戯 室・ ホール 1室

預 か り保 育室 1室 マ リア組

多 目的ルー ム 1室

会議 室 1室

職 員 室 1室

職 員更衣室 1室

応 接 室 1室

倉 庫 1室

職 種 員 数 常 勤 非常勤

園 長 1人 1人 人

主幹教諭 1人 1ノ 、` 人

教 諭 9人 5人 4人

事務職員 1人 1人 人

そ の他 職 員 7人 7人

(6)利 用 定員 ご との提供す る 日及 び時間並びに提供 を行 わない 日



【1号認定子ども (教育標準時間認定)】

提 供 す る曜 日 月 曜 日か ら金 曜 日ま で

保育時間 教育標 準時間 午前 8時 15分 ～午後 14時 00分

預か り保 育 保 育時間

全 日保 育 14

半 日保 育 111

長期休 業 中 8

00～ 18: 30

30～ 18: 30

15′～ 18: 30

休業 日

日曜 日・ 土曜 日・祝 日

年 末 ・ 年 始  12月 30日 ～ 1月 6日

夏 季 7月 19日 ～ 8月 31日

冬 季 12月 19日 ～ 翌 二月 6日

春 季 3月 17日 ～ 4月 4日

法 人 の 日  5月 31日



上乗せ徴収

入 園 受 入 準備 金 入 園 時 20,000円

施設設備 拡充費 入 園 時 5,000円

諸会費徴収

施設設備費 lヶ 月 あ た り 2,000円

教材 費 lヶ 月 あ た り 500円

給食代 lヶ 月 あ た り 3460円

絵本代 lヶ 月 あ た り 460円

預 か り保 育実費徴収

1号認 定 の子 どもの預 か り保 育

に係 る費用

14:00～

18: 30
500円

8: 15-18: 30 1,000円

新 2号認 定の子 どもの預 か り保

育 に係 る費用
同 上

同 上

(1回 利 用 につ

き 450円 の償

還 払 い 有 り)

(7)利 用料等

※その他 、バ ス利用者 にはバ ス代 がかか ります。 園外保 育や遠足 の交通費等 は随時徴

収 します。

(8)支 払方法

諸会費 は、毎月指 定 口座 よ り振替 、その他 の実費 は、集金袋 にて集 金。



(9)提 供す る教育・保 育の内容

提供す る教育 内容 は、幼稚園教 育要領 に基づ き、以下 に掲 げ る幼稚園教育 とその他 の便宜

の提供 を行 う。

・教育標 準時間内にお ける幼稚 園教育

。預か り保 育事業

・ その他 の幼稚 園教育 に係 る行事等

(10)年 間行事予定

月 行 事 内容

4月 入 園式

5月 内科検診・歯科検診・ 聖母行列 。こ どもの祝 い

6月 プ ー ル 開 き・ 動 物 教 室 ・ 老 人 ホ ー ム慰 問

7月 七 夕・体験保 育

8月 夏季保 育

9月 プ ー ル 納 め

10月 運動会・講演会

11月 七 五 二 の祝 い

12月 ク リスマ ス会

1月 餅つ き

2月 音楽会 ,観劇 会

3月 お楽 しみ遠足・お別 れ会・ 卒園式



(11)利 用の開始及び終了に関す る事項及び利用に当たつての留意事項

【1号認定子 ども (教 育標準時間認定 )】

(12)嘱 託 医

(13)嘱 託歯科 医

(14)嘱 託外科 医

利 用 の開始 につ いて

満 三歳 の誕生 日を迎 えた翌 日よ り利 用可能。

利 用 の開始 に当た つては、運営規定、重要事項説 明 を行 い、利用 申

込者 か らの同意 を得 るもの とす る。

利用 の終 了 につ いて

。小学校 に就学 した とき。

・ 保護者 か ら退 園の 申出が あつた とき。

。その他 、利用継続 の重大 な支障又 は困難 が生 じた とき。

利 用 に当た つての

留意事項

・9時 まで に登 園 し、欠席 、遅刻 の場合 は必ず アプ リで連絡 をす るc

。熱 が 37℃ ある場合 は登 園 を控 える。

・感 染症 に罹患 してい る と診断 され た場合 は医師 に よる登 園許可証

明書 の提 出が必要。

医療機 関 の名 称 柴 山医院

医院長名 柴 山 恵美子

所在 地 静 岡市駿河 区登 呂 5丁 目 11番 9号

電 話 番 号 054‐ 282‐ 0085

医療機 関の名 称 リンデ ン歯科

医院長名 鈴木  智子

所在 地 静 岡市駿河 区大坪町 14番 13号

電 話 番 号 054‐ 283‐ 2030

医療機 関の名 称 高野外 科 医院

医院長名 高野  哲

所在地 静 岡市駿河 区中田 1丁 目 7‐ 11

電 話 番 号 054‐ 281‐ 6868



(14)緊 急時 にお ける対応方法

保 育 中に、体調 の急変 な どがあつた場合 、す みや かに保護者 又は指定 され た緊急連絡先

へ の連絡 を行 うとともに、その他 医療機 関への連絡 を行 う等 の必要 な措置 を講 じます。

【管轄する消防署】

消防署名 静 岡市駿河 消防署

所在 地 静 岡市駿河 区南人幡町 10番 30号

電 話 番 号 054‐ 280‐ 0119

【管轄する警察署】

警察署名 静 岡南警 察署 。人幡交番

所在 地 静 岡市駿河 区有明町 1番 52号

電 話 番 号 054‐ 283‐ 5479

(15)非 常災害対策

防火 管理者 ※ 松時  淑江

消防計画届出年月 日※ 令和元年 10月 21日

避難 訓練

月 に 1度 、地震・火 災・津波・ 防犯 訓練 にいずれ か を想 定 した

訓練 を行 い、年 に 1度 保護者へ の引 き渡 し訓練 を実施。

防 災設備 消火器 、誘 導 灯、火 災報知器 、防火扉

避 難 場 所 静 岡市立森 下小学校

緊急 時の連絡手段 一斉 メール配信



■苦情解決責任者

■苦情受付担当者

■第二者委員

園長   松崎 淑江

主幹教諭 望月 悠子

花村 美佐子 静岡市駿河区人幡4丁 目10-5-4

目艶言舌  054-285-8481

静岡市葵区井宮町12310

目艶言舌  054-271-2644

鈴木 あき子

(16)苦情処理に対する施設の対応

【1.苦情処理の窓口】

【2.苦情処理の体制及び手順】

特記事項なし

利用者他から職員が苦情を受けた場合は、

① (苦情の受付)  苦情受付担当者は「苦情申出受付 。経過記録書」に記録する。

② (報告・確認) 苦情受付担当者は苦情解決責任者、第二者委員に苦情の内容を

報告する (苦情申出人が第二者への報告を希望 しない場合は、

この限 りではない)。

第二者委員は苦情受付担当者より報告を受けた旨を原則 10日

以内に、苦情申出人に通知する。

③ (話 し合い) 苦情解決責任者は苦情の申出を解決するために、苦情申出人

との話 し合いを実施する。苦情申出人の同意がある場合には、

解決策の提示を以つては話し合いに代える。

④ (記録・報告) 苦情受付担当者は苦情受付から解決、改善の経緯 と結果を書面

に記録する。

苦情解決責任者は苦情申出人に約束 した改善事項について、別

に定める 「改善結果 (状況)報告書」により、苦情申出人及び

第二者委員に、原則 30日 以内に報告する。

⑤ (結果の公表) 苦情解決責任者は定期的に苦情解決結果と苦情原因の改善状況

を第二者委員に報告する。

苦情があった場合対応後ホームページにて公表する。

苦情がない場合も学期ごとホームページにて公表する。

【3。 その他の事項】



(17)虐 待 の防止等 に関す る相談窓 日

相談・受付担 当者 松 崎  淑江 園 長

(18)賠 償 責任保 険の加 入状況

以下の保 険に加入 しています。

(19)個 人情報 の取 り扱 い

特定教育・保育の提供 に当た つて、職員及び職員 であつた者が知 り得た個人情報や秘密

は、法令 に よる場合 を除 くほか、保護者 の同意 を得ず に第二者 に提供す ることはあ りま

せ ん。

就学時において小学校 に対 し、園児 に関 しての情報 を提供す る旨をご了承 くだ さい。

加 入保 険会社 日本 スポー ツ振興セ ンター共済

保 険 の種 類 災害共済給付

保 険 の内容 治療費給付

加入保 険会社 東京海 上 日動火 災保 険株 式会社

保 険の種類 賠償 責任保 険

保 険 の 内容

対人 1名 5億 円・ 1事故 10億 円

対物 1事 故 1,000万 円


